
 

生前贈与は相続財産を減らせることに加

え、子や孫の若い世代に相続前から財産を

有効に活かしてもらうことができます。 

生前贈与加算期間は７年以内に延長 

暦年贈与は毎年 110 万円まで基礎控除を

受けられます。令和６年 1 月１日以後の贈

与について相続税の課税価格に加算される

生前贈与は、相続開始前７年以内（改正前

は 3年以内）の贈与となりました。ただし、

令和８年 12 月 31 日までの贈与の加算対象

期間は３年間に据え置かれ、以後、毎年１

年ずつ延長されて、令和 13 年１月１日の贈

与から７年間となります。 

また、延長された４年間に贈与により取

得した財産の価額について、総額 100 万円

まで加算対象外となります。 

暦年贈与信託を生前贈与に活用 

暦年贈与に信託銀行が扱う暦年贈与信託

を利用することもできます。贈与者は金銭

信託で委託者兼受益者となり、信託銀行は

受託者となって、毎年、贈与を受ける親族、

贈与時期、贈与金額を決めると信託銀行が

贈与の手続きを贈与者、受贈者に取り次い

でくれます。贈与者はあらかじめ贈与した

い複数の親族を候補者として選定しておき、

普段は信託財産として運用益を受益者とし

て享受し、贈与のときは、毎年、候補者の中

から贈与したい相手の親族を選び、贈与し

たい金額を決めます。信託銀行は書面で贈

与者と受贈者の意思の合致を確認した後、

信託財産から贈与する金額を送金します。 

贈与税は基礎控除額 110 万円を控除した

額に課されます。信託銀行の取扱商品によ

っては、贈与者が受益者のまま贈与するも

の、贈与時に受益者を受贈者に変更して贈

与とするものもあるようです。 

連年贈与、定額贈与には注意！ 

暦年贈与で毎年、定額の贈与を継続した

場合、贈与額の合計額について課税リスク

が生じます。国税庁は、例示として毎年 100

万円ずつ 10 年間の贈与があらかじめ当事

者間で約束があり、贈与が定期金給付契約

の締結によるものとされた場合、契約した

年に贈与額全体について贈与税を課すとし

ています。暦年贈与信託では、毎年、受贈者

を候補者から選定し、贈与の有無、贈与額

を決めることができますが、贈与の際は贈

与課税について注意が必要です。 

また、贈与には子や孫に資産を早期に移

転することで、その生活スタイルを贈与に

依存させてしまう側面もあることにも留意

しましょう。 
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孫の人生の節目節

目に応援したいで

すね。 


